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別表第１備考中「科学技術統括監、地域・離島統括監、文化生活統括監」を「企画振興統括監」に改め、
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沖縄県人事委員会規則第４号

平成23年３月31日

沖縄県人事委員会規則第５号

平成23年３月31日

⑵の適用を受

ける職員の職で、獣医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

号

は39年、医師法の一部を改正する法律（昭和43年法律第47号）による改正前の医師法に規定する実地

修練（第７条において「実地修練」という。）を経た場合にあっては38年）、学校教育法に規定する大

学院（以下「大学院」という。）の修上課程修了の日から37年、大学院の博士課程の所定の単位を体得

し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から36年及び人事委員会が指定するこれらに準ずる期間

（以下「経過期間」という。）内に行われたものとする。

「環境企画統括監」の次に「、県民生活統括監」を加え、「観光交流統括監」を「観光政策統括監、文化ス

ポーツ統括監」に改める。

ターの支所長　県立博物館・美術館の副館長」に改め、同表第４種の項中「看護専門監　医療制度改革専門

監」を「看護専門監」に、「企業誘致対策監　労政福祉監　観光まちづくり調整監　誘致企画監」を「企業

誘致対策監」に、「行政情報センター室長」を「行政情報センター室長　全国豊かな海づくり大会推進室

長」に改め、別表第３項の表３種の項中「実習船運営事務所の所長　県立図書館の館長　県立博物館・美術

館の副館長」を「県立図書館の館長」に改め、別表第８項の表３種の項中「副隊長（警部であるものを除

く。）」を「副隊長（警部であるものを除く。）　検視官（警部であるものを除く。）」に改める。
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第９条に規定するの職員のほ

か、次の各号に掲げる職員とする。

なつた職員で、前条第１号

なつた職員で、獣医師免

に定める職員の要件に準じて人事委員会が定める要件を満たしているもの

許証を有するもの（人事委員会が定める職員を除く。）

されていたことのあるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条第１項の規定による支給

期間のうち、既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていた

ものとした場合における期間及び額とする。

別表を次のように改める。
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沖縄県人事委員会規則第６号

平成23年３月31日

「前項第９号から第11号まで」を「前項第９号及び第

10号」に改める。
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沖縄県人事委員会規則第７号

平成23年３月31日

沖縄県人事委員会規則第８号

平成23年３月31日

沖縄県人事委員会規則第９号

へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則について

附 則
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沖縄県人事委員会規則第11号

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

沖縄県人事委員会規則第10号

平成23年３月31日

沖縄県人事委員会規則第９号

へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則について

附 則

を

を

「薬務疾病対策課」に改め、同表実

習船運営事務所の項中「実習船運営事務所」を「沖縄水産高等学校」に改め、「の職員」の次に「のうち

海事職給料表の適用を受ける職員」を加える。
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沖縄県人事委員会規則第11号

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

附 則

を

に、

附 則
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沖縄県人事委員会規則第12号

平成23年３月31日

附 則

「財団法人沖縄県公園・スポーツ振興協会

　財団法人国立劇場おきなわ運営財団　　」

平成23年３月31日

等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関

する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
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沖縄県人事委員会規則第14号

平成23年３月31日

、視界の制限により困難性が認められた作業その他の劣悪な環境において行われる作業とする。

汚泥等との接触により健康を害するおそれのある作業、不快性が認められる作業

まで

のいずれかの作業に従事し、かつ、同項第４号の作業に従事した場合とする。

　第16条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第16号までを１号ずつ繰り上げ、第17

号を削る。

等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関

する規則（平成18年沖縄県人事委員会規則第26号）の一部を次のように改正する。

沖縄県人事委員会規則第13号
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